
第 １７ 号 議 案 

 

 

 

   敦賀市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例制    

定の件 

 

 敦賀市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例を次のように

制定する。  

 

 

  令和 ８ 年 ２ 月２５日 提出 

 

 

 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例  

 

（趣旨） 

第１条 地域の自主的・主体的なまちづくり活動を育むとともに、地域の

連携及び交流を深め、もって地域全体の活性化を図るため、地域コミュ

ニティ活動及び社会教育・生涯学習活動の拠点として、敦賀市コミュニ

ティセンター（以下「コミュニティセンター」という。）を設置する。  

（名称及び位置）  

第２条 コミュニティセンターの名称及び位置は、別表第１に定めるとお

りとする。  

（職員） 

第３条 コミュニティセンターに必要な職員を置く。  

（使用の許可）  

第４条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受

けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様

とする。 

２ 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な限度において条件を付すこ

とができる。  

（使用許可の制限）  

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセ

ンターの使用を許可しない。  

⑴ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められ  

るとき。 

⑵ 施設、附属設備、器具等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認  

められるとき。 

⑶ 特定の宗教に利用されると認められるとき。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に
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暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められる

とき。 

⑸ 管理上支障があると認められるとき。 

⑹ その他市長が不適当であると認めるとき。  

（目的外使用及び権利譲渡等の禁止）  

第６条 第４条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、

許可を受けた目的以外にコミュニティセンターを使用し、又はその権利

を譲渡し、若しくは転貸してはならない。  

（使用許可の取消し等）  

第７条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許

可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用の条件を変更するこ

とができる。  

⑴ 使用許可の申請に虚偽の事実があったとき。  

⑵ 第４条第２項の条件に違反したとき。  

⑶ 第５条各号のいずれかに該当するものと認めたとき。  

⑷ 前３号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に  

違反したとき。  

⑸ その他管理運営上やむを得ない事由により特に必要があると認めた

とき。 

２ 前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しく

は使用条件を変更した場合において、使用者に損害が生じても、市長は

、その責めを負わない。  

（使用料）  

第８条 使用者は、別表第２に定める使用料を前納しなければならない。

ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることがで

きる。 

２ 市長が特別の事由があると認めるときは使用料を減額し、又は免除す

ることができる。  

（使用料の還付）  

第９条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由がある

と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。  

（特別な設備等の許可）  
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第１０条 使用者は、コミュニティセンターの使用に当たって特別な設備

器具を設置し、又は施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ

市長の許可を受けなければならない。  

（原状回復の義務）  

第１１条 使用者は、コミュニティセンターの使用を終了したとき、第７

条第１項の規定により使用の許可を取り消されたとき、又は前条の規定

により特別な設備器具を設置し、若しくは施設の原状を変更したときは

、直ちに当該施設を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。 

２ 使用者が前項の規定を履行しないときは、市長が使用者に代わってこ

れを執行し、その費用は使用者の負担とする。  

（入館の制限及び退去）  

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、コミュ

ニティセンターへの入館を禁止し、又はコミュニティセンターから退去

を命ずることができる。  

⑴ 他人に危害若しくは危険を及ぼし、又は公の秩序、善良な風俗を害

するおそれがあると認められる者  

⑵ その他管理上支障があると認められる者  

（損害賠償）  

第１３条 故意又は過失により施設、附属設備、器具等を損壊し、又は滅

失した者は、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長

が特にやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免

除することができる。 

（コミュニティセンター運営審議会）  

第１４条 各コミュニティセンターにコミュニティセンター運営審議会（

以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会の委員（以下「委員」という。）は、識見を有する者の中から

市長が委嘱する。  

３ 委員の定数は、１５人以内とする。  

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

（委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事
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項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日）  

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第３

条の規定は、公布の日から施行する。  

（敦賀市公民館設置及び管理に関する条例の廃止）  

第２条 敦賀市公民館設置及び管理に関する条例（昭和５５年敦賀市条例

第１５号）は、廃止する。  

（準備行為）  

第３条 この条例の施行に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）前においても行うことができる。  

（経過措置）  

第４条 施行日前に、この条例による廃止前の敦賀市公民館設置及び管理

に関する条例（以下「廃止前の条例」という。）の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものと

みなす。 

２ 施行日前に、廃止前の条例の規定により使用の許可を受けている者に

係る使用料については、なお従前の例による。  

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正） 

第５条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（

昭和３１年敦賀市条例第２１号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。  

改正後  改正前  

別表第１（第１条関係）  
 

区分  報酬の額  

（略）  （略）  （略）  

公設地方卸売市場

運営協議会委員  

（略）  （略）  

コミュニティセン

ター運営審議会委  

日額  6,500 

別表第１（第１条関係）  
 

区分  報酬の額  

（略）  （略）  （略）  

公設地方卸売市場

運営協議会委員  

（略）  （略）  

公民館運営審議会

委員  

日額  6,500 
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員    

図書館協議会委員  （略）  （略）  

（略）  （略）  （略）  

 

   

図書館協議会委員  （略）  （略）  

（略）  （略）  （略）  

別表第２（第２条関係）  別表第２（第２条関係）  
 

区分  

 

 

職名  

鉄道賃、船賃、航

空賃、その他の交

通費、宿泊費及び

包括宿泊費  

宿泊手

当（１

夜につ

き）  

（略）  職員の旅費支給に

関する条例（昭和

２６年敦賀市条例

第１６号）の市長

の例による。  

円

2,400 スポーツ

振興審議

会委員  

コミュニ

ティセン

ター運営

審議会委

員  

文化財保

護審議会

委員  

（略）  

 

区分  

 

 

職名  

鉄道賃、船賃、航

空賃、その他の交

通費、宿泊費及び

包括宿泊費  

宿泊手

当（１

夜につ

き）  

（略）  職員の旅費支給に

関する条例（昭和

２６年敦賀市条例

第１６号）の市長

の例による。  

円

2,400 スポーツ

振興審議

会委員  

公民館運

営審議会

委員  

 

 

文化財保

護審議会

委員  

（略）  

（議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正） 

第６条 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例（昭和３９年敦賀市

条例第１２号）の一部を次のように改正する。  

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。  

改正後  改正前  

 （過半数議決）   （過半数議決）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第  

６７号。以下「法」という。）第９６  

条第１項第１１号の規定により、公の  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第  

６７号。以下「法」という。）第９６  

条第１項第１１号の規定により、公の  
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施設について長期かつ独占的な利用を  

させようとするとき、議会の議決を得  

なければならないものは、次のとおり  

とする。  

施設について長期かつ独占的な利用を  

させようとするとき、議会の議決を得  

なければならないものは、次のとおり  

とする。  

⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略）  

⑸ コミュニティセンター  ⑸ 公民館  

⑹～⒆ （略）  ⑹～⒆ （略）  

（敦賀市財政状況公表条例の一部改正） 

第７条 敦賀市財政状況公表条例（昭和２７年敦賀市条例第２３号）の一

部を次のように改正する。  

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。  

改正後  改正前  

（公表の方法及び閲覧）  （公表の方法及び閲覧）  

第４条 「財政事情」は、次の場所に於  

て公表の日から６ケ月間一般の縦覧に  

供す。  

第４条 「財政事情」は、次の場所に於  

て公表の日から６ケ月間一般の縦覧に  

供す。  

⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略）  

⑶ 敦賀市コミュニティセンター  ⑶ 敦賀市公民館  

⑷・⑸ （略）  ⑷・⑸ （略）  

（敦賀市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第８条 敦賀市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例（平成１５

年敦賀市条例第１４号）の一部を次のように改正する。  

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。  

改正後  改正前  

（業務）  （業務）  

第５条 センターは、次の業務を行う。  第５条 センターは、次の業務を行う。  

⑴～⑹ （略）  ⑴～⑹ （略）  

 ⑺ 公民館に関すること。  

⑺ （略）  ⑻ （略）  

⑻ （略）  ⑼ （略）  
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⑼ （略）  ⑽ （略）  

⑽ （略）  ⑾ （略）  

⑾ （略）  ⑿ （略）  

別表第１（第２条関係）  

コミュニティセンター名 位置 

敦賀市北コミュニティセンター  敦賀市曙町１１番９１号  

敦賀市南コミュニティセンター  敦賀市本町２丁目１番２０号  

敦賀市西コミュニティセンター  敦賀市三島町２丁目１９番８号  

敦賀市松原コミュニティセンター 敦賀市新松島町２２番４８号  

敦賀市東浦コミュニティセンター  敦賀市五幡３２号８番地の１  

敦賀市東郷コミュニティセンター  敦賀市井川３３号１２番  

敦賀市中郷コミュニティセンター  敦賀市羽織町３６番地の１  

敦賀市愛発コミュニティセンター  敦賀市疋田３７号１番地  

敦賀市粟野コミュニティセンター  敦賀市御名５３号１９番地  

備考 

１ 東郷コミュニティセンターグラウンドは、敦賀市井川２４号２番

地に置く。  

２ 愛発コミュニティセンターグラウンドは、敦賀市疋田３０号４番

地の１に置く。  

別表第２（第８条関係）  

１ 市内に住所を有する者が非営利目的で使用する場合 

区分 午前 午後 夜間 

 

 

施設名 

午前９時か

ら正午まで 

正午から午

後５時まで 

午後５時か

ら午後１０

時まで 

ホール 
円 

300 

円 

700 

円 

1,000 

研修室 200 500 600 

調理室 600 1,500 2,000 

体育館 

（東郷コミュニティセンターに限る。） 
2,000 2,000 2,000 
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体育館 

（愛発コミュニティセンターに限る。） 
1,000 1,000 1,000 

グラウンド 

（東郷コミュニティセンター及び愛発コ 

ミュニティセンターに限る。） 

無料 

 

２ 市内に住所を有する者が営利目的で使用する場合  

区分 午前 午後 夜間 

 

 

施設名 

午前９時か

ら正午まで 

正午から午

後５時まで 

午後５時か

ら午後１０

時まで 

ホール 
円 

3,200 

円 

4,200 

円 

5,800 

研修室 800 1,200 1,400 

調理室 2,400 3,600 4,600 

体育館 

（東郷コミュニティセンターに限る。） 
4,000 4,000 4,000 

体育館 

（愛発コミュニティセンターに限る。） 
2,000 2,000 2,000 

グラウンド 

（東郷コミュニティセンター及び愛発コ

ミュニティセンターに限る。） 

3,000 3,000  

３ 市外に住所を有する者が非営利目的で使用する場合  

区分 午前 午後 夜間 

 

 

施設名 

午前９時か

ら正午まで 

正午から午

後５時まで 

午後５時か

ら午後１０

時まで 

ホール 
円 

2,700 

円 

3,600 

円 

5,000 

研修室 700 1,000 1,200 

調理室 2,100 3,000 4,000 
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体育館 

（東郷コミュニティセンターに限る。） 
3,000 3,000 3,000 

体育館 

（愛発コミュニティセンターに限る。） 
1,500 1,500 1,500 

グラウンド 

（東郷コミュニティセンター及び愛発コ 

ミュニティセンターに限る。） 

2,250 2,250  

４ 市外に住所を有する者が営利目的で使用する場合  

区分 午前 午後 夜間 

 

 

施設名 

午前９時か

ら正午まで 

正午から午

後５時まで 

午後５時か

ら午後１０

時まで 

ホール 
円 

3,800 

円 

5,000 

円 

6,900 

研修室 1,000 1,400 1,600 

調理室 3,000 4,200 5,300 

体育館 

（東郷コミュニティセンターに限る。） 
5,000 5,000 5,000 

体育館 

（愛発コミュニティセンターに限る。） 
2,500 2,500 2,500 

グラウンド 

（東郷コミュニティセンター及び愛発コ

ミュニティセンターに限る。） 

3,750 3,750  

備考 

１ 冷房又は暖房を使用する場合の使用料は、市内に住所を有する者

が非営利目的で使用する場合を除き、次に定める割合を乗じて得た

額を加算する。  

⑴ ホールを使用するときは、市内に住所を有する者が非営利目的

で使用する場合の使用料の５割  

⑵ 研修室又は調理室を使用するときは、市内に住所を有する者が

非営利目的で使用する場合の使用料の４割 
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２ 体育館又はグラウンドの半面を占用して使用する場合は、体育館

又はグラウンドの項に掲げる金額の２分の１に相当する額とする。  

３ 体育館を一般開放時に使用する場合の使用料は、１人当たり１０

０円（高校生以下は５０円）とし、営利目的での使用は許可しない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 地域づくり及び地域コミュニティの更なる充実を図るため、公民館をコ

ミュニティセンターに移行したいので、この案を提出する。 
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